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令和６年９月５日 

地 域 学 校 連 携 課 

 

 

認可保育所等の余裕スペースを活用した放課後児童健全育成事業の 

整備・運営事業者の決定について 

 

１ 主旨 

 区では、新ＢＯＰ学童クラブの大規模化等の解消に向けて、区の補助による民設民営

放課後児童健全育成事業（以下、「放課後児童クラブ」という。）の整備を進めている。

今年度からの新たな取り組みとして、認可保育所等の余裕スペースを活用した放課後児

童クラブの公募を行ったところ、４事業者から提案があり、選定委員会での審査結果を

踏まえ、以下の提案について採択し、整備・運営事業者として決定したので報告する。 

 

２ 採択した事業者及び提案施設 

※これまでの放課後児童クラブと同様に、原則として登録児童数が１６０人以上となっ

ている新ＢＯＰ学童クラブを優先受入校として区が指定し、そこに通う児童もしくは

その学区域に居住する児童を定員の８割以上まで受け入れることを条件としている。 

※事業開始日は、全て令和７年４月 1日以降を予定している。 

※対象となる児童は小学校１年生とする。 

整備・運営事業者 提案施設の概要 
優先 

受入校 

名  称：社会福祉法人杉の子保育会 

所 在 地：東京都世田谷区南烏山２丁目

２番３号 

代 表 者：理事長 星野 尚子 

園  名：さくらのその保育園 

所 在 地：世田谷区桜丘２丁目１番８号 

専有面積：約７２㎡ 

予定定員：１５人 

現 況：２歳児室 

桜丘 

小学校 

名  称：社会福祉法人種の会 

所 在 地：兵庫県神戸市灘区摩耶海岸通 

２丁目３番１４号 

代 表 者：理事長 片山 雄基 

園  名：世田谷はっと保育園 

所 在 地：世田谷区下馬４丁目１番８号 

専有面積：約２４㎡ 

予定定員：１３人 

現 況：一時預かり室 

旭 

小学校 

名  称：社会福祉法人嬉泉 

所 在 地：東京都世田谷区船橋１丁目 

３０番９号 

代 表 者：理事長 石井 啓 

園  名：鎌田のびやか園 

所 在 地：世田谷区鎌田４丁目１２番１７号 

専有面積：約２０㎡ 

予定定員：１２人 

現 況：多目的室 砧南 

小学校 
名  称：社会福祉法人たちばな福祉会 

所 在 地：神奈川県相模原市南区南台 

５丁目１０番２６号 

代 表 者：理事長 坂本 堯則 

園  名：RISSHO KID’S きらり岡本 

所 在 地：世田谷区岡本２丁目３３番２２号 

専有面積：約２５㎡ 

予定定員：１２人 

現 況：アトリエ、一時預かり室 
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３ 経過 

令和６年４月１５日  募集要項公表 

    ５月１７日  応募締め切り 

６月 ４日～ ヒアリング審査、書類審査、現地調査 

７月３０日  選定委員会において整備・運営事業者を選定 

    ８月１９日  整備・運営事業者の決定 

 

４ 評価 

（１）基本方針 

  「放課後児童クラブ運営指針」、「世田谷区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の

基準に関する条例」、「世田谷区放課後児童健全育成事業の運営方針」等を理解したう

えで、世田谷区において新たな民設民営放課後児童クラブを運営する意欲と熱意を有

するとともに、質の維持・向上ができる事業者であることを基本とし、主に次の点を

重視して選定を行う。 

評価項目 評価内容 

事業者の 

理念 

放課後児童健全育成事業の

理念・公共性・公益性を持

ち、社会的責任を担ってい

る事業者であること。 

事業者から提出された資料及び法人の経営に携わる責任者、事

業所の運営にかかる責任者等とのヒアリング内容から、放課後

児童クラブとしての社会的責任や地域における役割に関する考

え方等について、評価・審査を行う。また、子どもの権利条約

や世田谷区子ども条例を踏まえ、子どもの最善の利益を考慮し

た理念や事業内容となっているかについても評価・審査を行う。 

事業の安定

性・継続性 

運営にあたっての安定性・

継続性が担保されているこ

と。 

事業者の財務状況等について公認会計士による財務内容の確認

を行うことで、子どもや保護者が安心して支援を享受し続ける

ことができるかについて評価・審査を行う。 

運営管理 

体制 

職員や利用者、外部の意見

を取り入れるなど、開かれ

た運営がなされているこ

と。 

内部の意見のみによる運営ではなく、客観的な外部の意見等を

運営にフィードバックさせることや、現場からの意見が経営層

の判断に反映される仕組みづくりがなされているかどうかにつ

いて評価・審査を行う。 

質の確保 「世田谷区放課後児童健全

育成事業の運営方針」や区

の目標を理解した上で、子

どもの最善の利益や子ども

の成長と育ちを尊重し、子

どもの視点に立った支援を

実施しており、区の理念や

目標も理解していること。 

事業者が現に運営している事業所の現地調査を行うとともに、

日々の活動内容や支援方法などを把握できる資料により、運営

内容について評価・審査を行う。 

人 材 の 確

保・育成・

継続年数 

計画的な職員採用・人材育

成により、質の高い職員が

確保されていること。 

採用方法や異動に伴う既存事業所への影響を注視しながら、提

案事業所に配置を予定する職員の年齢・継続年数等のバランス

について評価・審査を行う。また、職員に対する処遇や研修の

状況から、能力を高めながら働き続けることのできる環境の整

備等についても評価・審査を行う。 

この他、「配慮を要する子どもへの支援」、「児童虐待等、特別な配慮を必要とする子ども

への支援」、「保護者との連携」、「地域資源開発・地域連携」「関係機関との連携等」等につ

いても評価・審査を行う。 
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（２）審査方法 

  ① ヒアリング審査 

    法人の代表者及び施設長候補者に対しヒアリングを実施した。 

  ② 書類審査 

    応募書類に関する書類審査及び財務状況の確認を行った。 

  ③ 現地調査 

    提案施設である保育所の現地調査を行った。 

④ 総合評価 

① ～③の結果を基に、総合的に評価したうえで整備・運営事業者を選定した。 

 

５ 審査結果 

（１）ヒアリング審査及び書類審査、現地調査 

事業者名 

ヒアリング審査 

評価点数 

満点１１２ 

書類審査 

評価点数 

満点１０８ 

現地調査 

評価点数 

満点１３２ 

総合 

評価点数 

満点３５２ 

社会福祉法人杉の子保育会 １０５．０ ９３．０ １１０．４ 
３０８．４ 

（８７．６％） 

社会福祉法人種の会 １０１．５ ９０．８ １０８．０ 
３００．３ 

（８５．３％） 

社会福祉法人嬉泉 ８９．３ ９２．２ １０７．４ 
２８８．９ 

（８２．１％） 

社会福祉法人たちばな福祉会 ８９．３ ９２．８ １１３．４ 
２９５．５ 

（８３．９％） 

※事業者の選定にあたっては、総合評価点数が満点の７割を超えることを基本とし、質

の確保や提案の実現性などを総合的に判断している。 

 

（２）総合評価 

社会福祉法人 

杉の子保育会 

現在運営している施設では、子どもの意見を尊重し、子ども自らが希望

する活動を楽しんでいる様子が見られた。また、学童クラブの施設長候

補者も、子ども一人ひとりの様子を丁寧に見て理解する姿勢があり、法

人として放課後児童健全育成事業の運営実績がない中でも、これまでの

保育経験を活かした質の高い放課後児童健全育成事業を十分に運営で

きるとの判断に至った。 

社会福祉法人 

種の会 

放課後児童健全育成事業の運営実績がある法人で、認可保育所内での放

課後児童健全育成事業への展望やメリットを多角的かつ明確に捉えて

いた。また、現在運営している施設では、卒園児に限らず、近隣の小学

校の児童が遊びに来るなど地域に開いた運営がなされており、保護者と

もよい関係を築いているなど、法人として質の高い放課後児童健全育成

事業を十分に運営できるとの判断に至った。 

社会福祉法人 

嬉泉 

現在運営している施設において、法人の理念のもとに職員が、成長の早

い・遅い、障害の有無等に関係なく、子ども一人ひとりの育ちを大切に

しながら保育をしている様子などが確認でき、放課後児童健全育成事業

の運営実績がない中でも、これまでの保育経験を活かした質の高い放課

後児童健全育成事業を十分に運営できるとの判断に至った。 



4 

 

社会福祉法人 

たちばな福祉会 

現在運営している施設では、子どもたちが活動とくつろぎを自由に選べ

る環境が設定されており、遊びを子ども主体で発展させることができる

ように様々な工夫がされていることなどが確認でき、放課後児童健全育

成事業の運営実績がない中でも、これまでの保育経験を活かした質の高

い放課後児童健全育成事業を十分に運営できるとの判断に至った。 

 

６ 選定委員会の構成  

  委 員 長 普光院 亜紀（保育園を考える親の会 顧問） 

  副委員長 宮﨑 豊  （玉川大学 教授） 

  委  員 齋藤 史夫 （東京家政学院大学 元准教授） 

  委  員 松本 幸夫 （子ども・若者部長） 

  委  員 寺西 直樹 （子ども・若者部児童課長） 
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【参考】さくらのその保育園：桜丘小学校から直線距離で約２５０ｍ程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【参考】世田谷はっと保育園：旭小学校から直線距離で約７００ｍ程度 

 

 

 

 

桜丘小学校 

保育園 

旭小学校 

保育園 

桜丘中学校 
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【参考】鎌田のびやか園：砧南小学校から直線距離で約２５０ｍ程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】RISSHO KID’S きらり岡本：砧南小学校から直線距離で約４５０ｍ程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砧南小学校 

保育園 

砧南小学校 

保育園 



7 

 

参考資料 

 

【民設民営放課後児童クラブ 優先整備地域一覧】 

 令和６年５月１６日時点 

            

 

 

 

※「整備優先度マップ」はあくまで困窮している学区域を表現しており、民設民営放課後児童ク

ラブの整備誘導を図る場所については、当該小学校から半径８００ｍ圏内とする。 

優先順位 登録児童数等 

非常に高い【赤】 登録児童数２００人以上の新ＢＯＰ学童クラブの学区域 

高い【黄】 
登録児童数概ね１６０～１９９人で大規模化や狭あい化の課題があ

る新ＢＯＰ学童クラブの学区域 

 


